
資料１ 

令和７年度第２回大分県食育推進会議 次第 

  

日 時：令和７年１１月１２日（水）１４：３０～１６：００ 

会 場：大分県水産会館 ５階 大会議室 

 

 

１ 開 会  

 

２ 審議監あいさつ  

 

３ 第１０期大分県食育推進会議委員委嘱状交付 

   

４ 大分県食育推進会議の位置づけ  

 

５ 会長、副会長の選出について   

 

６ 議 事 

議題 「第５期大分県食育推進計画」の素案について  

  

７ その他 

     

８ 閉 会 
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第10期大分県食育推進会議委員名簿（任期：R7.8.1～R9.7.31）
分野 所属団体・役職等 地域 氏名 期

大分県社会福祉協議会　地域福祉部⾧ 大分市 加藤
カ　ト　ウ

　寿代
ヒ　サ　ヨ

2

株式会社　成美　代表取締役 豊後大野市 岩切
イワキリ

　知美
ト モ ミ

3

うすき生活学校「Musubi」　代表 臼杵市 矢田
ヤ ダ

　しのぶ 1

青空キッチン大分駅前スクール　代表 大分市 石
イシ

動
ナイ

　敬子
ケ イ コ

4

社会福祉法人法輪学園　こども園るんびにい

　副園⾧
日田市 岩橋

イワハシ

　道
ミ チ

世
ヨ

4

大分県学校栄養士研究会　副会⾧ 竹田市 渕
フチ

　範子
ノ リ コ

2

イタリアンレストラン　Otto e Sette Oita

食ラボ大分　代表
別府市 梯

カケハシ

　哲
テツ

哉
ヤ

3

株式会社　久家本店　代表取締役 臼杵市 久家
ク ゲ

　里
サト

三
ゾウ

3

花とカフェRAICHIKU 店⾧

竹姫　代表
竹田市 安倍

ア ベ

　美緒
ミ オ

1

大分県食生活改善推進協議会　会⾧ 宇佐市 荷
ニ

宮
ミヤ

　みち恵
エ

4

臼杵市役所　産業観光課

食文化創造都市推進室
臼杵市 松下

マツシタ

　紗和
サ ワ

子
コ

2

佐伯市役所　ブランド推進課

ブランド推進係
佐伯市 髙

タ カ

次
ツグ

　秀
シュウ

爾
ジ

1

生活協同組合コープおおいた

常勤理事　総合企画部統括
大分市 下村

シモムラ

　卓也
タ ク ヤ

2

株式会社　ほおのき畑　取締役 由布市 林田
ハヤシダ

　里美
サ ト ミ

2

大分県漁業協同組合女性部　部⾧ 中津市 岡﨑
オカザキ

　都
ミヤコ

1

JA大分県女性組織協議会　顧問 豊後大野市 工藤
ク ド ウ

　和代
カ ズ ヨ

1

株式会社たべごとカンパニー　代表取締役 大分市 木村
キ ム ラ

　真琴
マ コ ト

3

公益社団法人　大分県栄養士会　会⾧ 大分市 緒方
オ ガ タ

　雅子
マ サ コ

1

別府大学短期大学部食物栄養科　教授 別府市 海陸
カイリク

　留美
ル ミ

4

生産・流通

（委員数４名）

調査・研究・情報

（委員数３名）

家庭・消費

（委員数４名）

学校・保育所

（委員数２名）

地域・食文化

（委員数４名）

市町村

（委員数２名）
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（大分県食の安全確保・食育推進本部設置規程に基づきH28.4.1設置）

食の安全確保・食育推進本部会議

 食の安全・安心の確保のため及び食育の推進のための総合的な施策を推進する
＜構成＞本部長 ：副知事

副本部長 ：生活環境部長・農林水産部長
本部員 ：総務部長・企画振興部長・福祉保健部長・商工観光労働部長・教育長・

警察本部生活安全部長
事務局 ：生活環境部

食の安全確保・食育推進本部

食の安全確保推進幹事会

 食の安全・安心に関する事項及び関係部局
における具体的対策を検討するとともに、関
係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：２２の関係各課室長

食育推進幹事会

 食育の推進に関する基本的事項及び関係
部局における具体的対策を検討するとともに、
関係部局相互の協力体制の整備を図る

＜構成＞幹事長：生活環境部審議監
幹事：１８の関係各課室長

 食の安全・安心確保に関する情報を共有し相互
理解を深め、施策について意見を表明する

＜構成＞消費者、生産・製造者、流通・販売者の
代表及び学識経験者等

食品安全推進県民会議
（条例に基づきH17.10.1設置）

 食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的
な実施を図る

＜内容＞食育推進計画の作成及びその実施の
推進に関する事項の審議

＜構成＞家庭・消費、学校･保育所、地域・食文化、
市町村・県、生産・流通、調査･研究・情報
等各分野の関係者

食育推進会議
（大分県食育推進条例に基づきH28.4.1設置）

施策の提言 施策の提言
施策の提示
情報の公開

施策の提示
情報の公開

大分県の食育推進体制

地域食育推進連絡協議会
（県内６地域）

 地域における食育活動の活性化を図る

＜構成＞保健所・振興局・教育事務所・市町村

連携

連携

食の安全・安心マスコット
めぐみちゃん
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大分県食育推進会議運営要綱 
 
（目的） 
第１条 大分県食育推進条例により設置された食育推進会議の組織及び運営に関して必

要な事項を定める。 
 
（構成） 
第２条 委員は、次に掲げる分野から知事が委嘱する。 
 （１）家庭・消費 
 （２）学校・保育所 
 （３）地域・食文化 
 （４）市町村・県 
  （５）生産・流通 
  （６）調査・研究・情報 
 
（会長等） 
第３条 推進会議には、会長及び副会長を置く。 
２ 会長は、委員の互選により定める。 
３ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 
４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
 
（会議）  
第４条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、 

又は説明を求めることができる。 
３ 推進会議は委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 
４ 推進会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
 
（庶務） 
第５条 推進会議の庶務は、大分県生活環境部食品・生活衛生課において処理する。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、別に定

める。 
 
 
    附 則 
  この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
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１ 計画の目的・位置づけ

２ 計画の期間

３ 計画の方向性 施策の例主要な施策基本的な視点

・食育人材バンク登録人材
派遣事業

（１）生涯を通じた食育の推進１ 健全な食生活を実践
できる県民の育成（生涯
を通じた取組） ・食の安全安心スクール（２）食の安全・安心への理解

促進

・郷土料理の情報発信（１）食文化の継承と発展２ 魅力ある地域の食文
化の次世代への継承と活
用（地域での取組） ・搾乳体験やバターづくり

体験
（２）農林漁業体験等を通じた
体験活動の推進

・とよの食彩愛用店（３）地産地消の推進

・食の健康応援団（４）健康を支える社会環境の
整備

・食品ロス削減（１）環境に配慮した食生活の
推進

３ 食を育む環境との共
生（次世代へつなぐ取
組） ・有機農業等の推進（２）環境と調和のとれた農林

水産業の推進

４ 今後のスケジュール

第５期大分県食育推進計画の骨子
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